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２０１４年１０月１日 

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 
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煙石博さんの広島高裁控訴審第４回公判の案内 

 

皆様には、ますますご健勝のことと存じます。 

さて、煙石博さんの広島高裁控訴審第４回公判が近づきました。 

 

広島高裁控訴審第４回公判 

 

日時  １０月９日(木)午前１１：００～１１：４０ 

場所  広島高等裁判所 ３階 ３００号法廷 

 

傍聴券交付情報をお知らせします。 これまでと場所が違っています。 

日時・2014年10月9日（木） 午前10時25分 

場所・広島高等裁判所 裁判員候補者待合室2（仮庁舎１階） 

備考・当日午前10時15分から傍聴整理券の交付を行い，午前10時25分までに指定場所へ来られた方を対象に抽選を行います。 

開廷時間は午前11時です。 

 

第４回公判のポイント 

第3回公判で、弁護側から提出した鑑定書、鑑定補充書、それからＣＤの状態で提出した画像（静止画像・３

１９コマの静止画像、２種類・それを組み合わせたアニメーション画像）を裁判所は証拠として採用しました。

弁護側の証拠として採用されました。 

鑑定書が証拠として採用されたのだからもう無罪だろうと思われるかもしれませんけれども、それはそう単純

ではありません。 

鑑定書というのは、法律によりまして、一定の専門的な知見を持っている人が、一般に公正だと認められる専

門的な方法で解析したということが認められれば、それは採用されるべき証拠です。 

 後は、３人の裁判官が、果たしてこの鑑定書が鑑定通り信用出来るかどうか？ ということを精査する作業が

残っています。裁判所がどう判断するかです。 

第4回公判では弁論。 

証拠に基づいて、弁護側が 『煙石さんは無実だということ』をきちんと法廷で主張するという場面が１５分

間、与えられましたので、主張します。 

それに対して検察官も「いやいや、有罪なんです」「鑑定書は信用出来ない」ということを弁論（反論）すると

思います。 

それを聞いて、３人の裁判官は合議して、この事件 有罪か、無罪か を決める。ということになります。 

 

なお、引き続き１２：００から城南通りの広島パシフィックホテル(上八丁堀8-16,221-1231)で報告集会を行い

ますので、こちらにもご参加下さり、応援していだければ幸いです。(地図は別掲・すぐ近くです) 

 

広島高裁控訴審第４回公判 報告集会 

日時  １０月９日(木)１２：００～１３：００ 

場所  広島パシフィックホテル 平安の間  
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広島高裁控訴審第４回公判報告集会 の内容 

 

日時 １０月９日（木）１２：００～ 

場所 広島パシフィックホテル 平安の間 

内容 これまでの公判経過 

 YOU TUBE 映像（１回公判後の記者会見～第３回の記者会見）視聴 

     

第４回公判 弁護人の弁論、検察官の弁論（反論）の要旨を 報告  

    

煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名 を広島高裁長官への提出 の報告 

 

今後の活動について 

    Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ ＤＶＤの活用について 

 

その他 

 

出席 煙石博 

   煙石博さんの無罪を勝ちとる会世話人 

 

 

煙石博さんのコメント 

私の冤罪について皆様にはご心配・ご迷惑をおかけしております。広島高裁控訴審はようやく結審を迎えまし

た。引き続き無罪を勝ちとれますようご支援よろしくお願いしたいと思います。申し訳ありません。 

 

広島パシフィックホテル への地図 
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